
CC1：自己資本の構成に関する開示　（三菱UFJ銀行・単体） （単位：百万円、％）

普通株式等Tier1 資本に係る基礎項目
普通株式に係る株主資本の額 7,741,488 8,501,639

うち、資本金及び資本剰余金の額 4,944,533 4,944,533
うち、利益剰余金の額 2,936,634 3,599,095
うち、自己株式の額（△） - -
うち、社外流出予定額（△） 139,678 41,990
うち、上記以外に該当するものの額 - -

普通株式に係る新株予約権の額 - -
評価・換算差額等及びその他公表準備金の額 1,931,260 2,344,244 (a)
普通株式等Tier1 資本に係る基礎項目の額 （イ） 9,672,748 10,845,883

普通株式等Tier1 資本に係る調整項目

328,412 319,407

うち、のれんに係るものの額 26,838 27,090

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係る
もの以外のものの額

301,574 292,316

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 - -
繰延ヘッジ損益の額 336,662 233,746
適格引当金不足額 - -
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 15,329 15,242

1,710 1,253

前払年金費用の額 251,658 239,670

- -

意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額 - -
少数出資金融機関等の普通株式の額 - -
特定項目に係る十パーセント基準超過額 - -

うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のう
ち普通株式に相当するものに関連するものの額

- -

うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに
係るものに限る。）に関連するものの額

- -

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関
連するものの額

- -

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 - -

うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のう
ち普通株式に相当するものに関連するものの額

- -

うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに
係るものに限る。）に関連するものの額

- -

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関
連するものの額

- -

その他Tier1 資本不足額 - -
普通株式等Tier1 資本に係る調整項目の額 （ロ） 933,773 809,320

普通株式等Tier1 資本
普通株式等Tier1 資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ） 8,738,975 10,036,562
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別紙様式
第十三号（CC2）

の参照項目

国際様式の
該当番号

項目 2020年3月末 2019年12月末

その他Tier1 資本に係る基礎項目
31a その他Tier1 資本調達手段に係る株主資本の額 - -
31b その他Tier1 資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
32 その他Tier1 資本調達手段に係る負債の額 1,516,000 1,516,000

- -

- 240,000

その他Tier1 資本に係る基礎項目の額 （ニ） 1,516,000 1,756,000
その他Tier1 資本に係る調整項目

自己保有その他Tier1 資本調達手段の額 - -

- -

少数出資金融機関等のその他Tier1 資本調達手段の額 - -
その他金融機関等のその他Tier1 資本調達手段の額 367 367
Tier2 資本不足額 - -
その他Tier1 資本に係る調整項目の額 （ホ） 367 367

その他Tier1 資本
その他Tier1 資本の額（（ニ）－（ホ）） （ヘ） 1,515,632 1,755,632

Tier1 資本
Tier1 資本の額（（ハ）＋（ヘ）) （ト） 10,254,608 11,792,195

Tier2 資本に係る基礎項目
Tier2 資本調達手段に係る株主資本の額 - -
Tier2 資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
Tier2 資本調達手段に係る負債の額 1,414,891 1,416,883
特別目的会社等の発行するTier2 資本調達手段の額 - -

348,234 365,518

75,220 39,599

うち、一般貸倒引当金Tier2 算入額 - -
うち、適格引当金Tier2 算入額 75,220 39,599

Tier2 資本に係る基礎項目の額 （チ） 1,838,346 1,822,001
Tier2 資本に係る調整項目

自己保有Tier2 資本調達手段の額 - -

- -

- -

692 5,500

Tier2 資本に係る調整項目の額 （リ） 692 5,500
Tier2 資本

Tier2 資本の額（（チ）－（リ）） （ヌ） 1,837,654 1,816,501
総自己資本

総自己資本の額（（ト）＋（ヌ）） （ル） 12,092,262 13,608,697
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別紙様式
第十三号（CC2）

の参照項目

国際様式の
該当番号

項目 2020年3月末 2019年12月末

リスク・アセット
リスク・アセットの額の合計額（ヲ） 81,887,116 83,677,768

単体自己資本比率
単体普通株式等Tier1 比率（（ハ）／（ヲ）） 10.67% 11.99%
単体Tier1 比率（（ト）／（ヲ）） 12.52% 14.09%
単体総自己資本比率（（ル）／（ヲ）） 14.76% 16.26%

調整項目に係る参考事項

420,657 494,974

244,841 321,079

- -

- -

Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額 - -
一般貸倒引当金に係るTier2 資本算入上限額 - -

75,220 39,599

適格引当金に係るTier2 資本算入上限額 358,161 360,719
資本調達手段に係る経過措置に関する事項

適格旧Tier1 資本調達手段に係る算入上限額 311,530 467,295

- -

適格旧Tier2 資本調達手段に係る算入上限額 441,839 662,758

- -

※ 

85
適格旧Tier2 資本調達手段の額から適格旧Tier2 資本調達手
段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合
にあっては、零とする。）

企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用
指針」の遡及適用により、2019年度期首以降の利益剰余金が変更となりますが、2019年12月末の計数に当該変更は反映しておりま
せん。
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適格旧Tier1 資本調達手段の額から適格旧Tier1 資本調達手
段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合
にあっては、零とする。）
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繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目
不算入額
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内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業
法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポー
ジャーの期待損失額の合計額を控除した額（当該額が零を下
回る場合にあっては、零とする。）

74
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに
限る。）に係る調整項目不算入額
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その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式
に係る調整項目不算入額
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